
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第９１号 

事故等種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２５年６月３０日（日） １４時４５分ごろ 

発生場所 滋賀県彦根市松原水泳場沖（琵琶湖東部） 

彦根市所在の寅ケ城
とらがしろ

三等三角点から真方位２３８°１,７２０ｍ付

近 

（概位 北緯３５°１７.６′ 東経１３６°１４.６′） 

事故等調査の経過  平成２５年７月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ Ｆ Ｘ
エフエックス

－Ｃｒｕｉｓｅｒ
ク ル ー ザ ー

ＳＨＯ
エスエイチオー

ブロンズ、０.２ト

ン 

 ２５３－３１５３６滋賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 軽傷 １人（搭乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人等（以下「搭乗者」とい

う。）３人を横一列に乗せたトーイングチューブ（長さ約１.８ｍ、幅

約２.１ｍ、高さ約１.５ｍ）と称するドーナツ形の浮体（以下「本件

浮体」という。）を約１８ｍのロープで引き、松原水泳場沖におい

て、船長が、約４０～５０km/h の速力で遊走中、右に急旋回を行っ

たところ、平成２５年６月３０日１４時４５分ごろ搭乗者３人が湖上

に投げ出された。 

 船長は、搭乗者のうち、右端に乗っていた搭乗者Ａが出血していた

ので、１１９番通報を行った。 

 搭乗者Ａは、あごに切創を負った。 

 その他の事項  船長及び搭乗者３人は、救命胴衣を着用していた。 

 船長は、松原水泳場において、約５０回の水上オートバイによる遊

走経験があった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

水象：湖面 平穏 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、松原水泳場沖において、本件浮体を引いて約４０～５０



 

km/h の速力で遊走中、船長が右に旋回を行ったことから、搭乗者Ａ

が、落水し、負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、松原水泳場沖において、本件浮体を引いて約 

４０～５０km/h の速力で遊走中、船長が右に旋回を行ったため、搭

乗者Ａが、落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・浮体を引いて遊走中に旋回するときは、搭乗者に危険が及ばない

程度の速力に減速すること。 

 


